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建築確認を伴う場合 
  

建築確認が必要な住宅の新築や増改築に伴い浄化槽を設置するとき 
  

☆ 提出書類  「町田市浄化槽の設置及び管理に関する要綱 別表第１」（表紙内側） 

に記載する添付書類を建築確認申請書と一緒に提出してください。 

☆ 窓    口 市の建築主事又は民間指定確認検査機関 
 

建築確認済証受領後、機種や人槽数など届出内容に変更が生じたときは、届出が必要です。確認申

請をした窓口に改めて、変更した内容で上記提出書類の提出をしてください。 

また、建築確認手続きが終わると、その浄化槽は設置されるものとして、町田市に登録されます。建築

確認後、建築を取り止めるなど浄化槽設置に至らなかった場合、浄化槽廃止届出書の提出が必要です。

下水道整備課窓口にてお手続きください。 

  

建築確認を伴わない場合 
  

建築確認を必要としない浄化槽の設置（くみ取り便所から浄化槽への切り替え、浄化槽の更

新又は、建築確認が必要のない地域での工事など）が対象となります。  
  

☆ 提出書類 「浄化槽設置届出書」と共に「町田市浄化槽の設置及び管理に関する要   

綱 別表第１」（表紙内側）に記載する添付書類を提出してください。  

☆ 窓    口 町田市下水道部下水道整備課 浄化槽係（裏表紙内側参照） 

 

注意事項 
 

 法定検査（７条検査）の申込 （P.10参照） 

浄化槽法第７条に定める検査を事前に申し込み、その検査手数料の振替払込請求

書兼受領証の写しを「浄化槽カード」の裏面に貼り付けてください。 

 

浄化槽を設置する際の手続き 
 

建築確認を伴う場合 建築確認を伴わない場合 

法定検査（7条検査）申込 【前納】 

建築確認窓口にて手続き 

 

提出書類： 

下水道整備課にて手続き 

 

提出書類： 

工事実施（東京都知事の登録・届出がある業者に依頼） 

 設置にかかる手続きの流れ 

建築確認申請書 

＋ 

浄化槽関係書類 

浄化槽設置届出書 

＋ 

浄化槽関係書類 
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 浄化槽カード 

未提出や記入漏れが多いため、ご注意ください。記入例を参考に必要事項を記載し、

必ず提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 浄化槽カード記入例 

 

【浄化槽カード表面】 

浄化槽カード

㎥

人

人 ㎡

＊記入については、裏面の「記入要領」参照のこと。

新規・機種変更＊８

設置場所
住居表示＊１

建物名称

設 置 者
住所氏名
電　　話＊２

フリガナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                 　電話    　　　（　 　）

担当部署名
フリガナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  　　　　電話　    　　（　 　 ）

構造方法＊３ 容量

名称＊４
処理対象
人　　員

実使用人員 建物総面積

建築用途

処理方式
等　　＊５

告示番号　　　　　　　　型式認定番号

工事施工者 放流場所

電話　　（　　）

浄化槽法７条検査＊６
申込日        　       　　年　　 　月　 　　日
受検日               　　　年　　 　月　　　 日

使用開始年月日        　　年　　月　　日

台帳入力

建築確認年月日           　　年　  　月　　 日確認番号第　　　号

確認済証交付者

町田市
設置届受理＊７        　　年　　月　　日受理番号第　　　号

カード受付        　　年　　月　　日

●住所は正確

に又必ず建物

名称を記入し
てください。

町田市○○町○－○－○ 東京都町田市役所

東京都町田市△△町△－△－△

㈱町田市 042 000 0000

多摩営業所営業1課 ☆☆ ☆☆ 042 000 0000

脱窒ろ床接触ばっ気方式 3.0

×××社ABC型 5

3 100

専用住宅

55建告第

1292号1-3
01Cadca005△△△△

042 000 0000

浄化槽工事㈱ 登録番号○○○号 側溝放流

2020 ○ ×

●グレーの部分は記

入不要です。

●建築基準

法告示等に
基づく正式な

構造方法を省

略せずに記
入してください。

●メーカー

名・型式を記
入してくださ

い。

●工事業者

名は必ず記
入するか、未

定の場合、必

ず連絡してく
ださい。

●放流場所の

記入は重要で
す。必ず記入

してください。

●告示番号・

形式適合番号
のどちらかを必

ず記入してくだ

さい。

●法人が設置す

る浄化槽の場合、
設置者には、会社

本社名等を記入し

てください。この欄
には、担当部署、

営業所、担当者
等の連絡窓口を

記入してください。

●設置者の住所、

氏名、電話番号を
記入してください。

建売住宅等で購

入者が未定の場
合、現所有の本

社会社名、住所、
電話番号を記入

してください。

●転居により、す
でに設置されてい

る浄化槽を使用
する場合は、浄化

槽管理者の変更

が必要です。

●建築確認後機種を変更する場

合は、機種変更に○を付けてくだ
さい。それ以外の古くなった浄化

槽の交換などは全て新規となりま

す。

 
 

 

 

 

   浄化槽カードが提出されないと？ 

浄化槽設置手続き時に提出しないと、市では浄化槽の設置が確認できません。その

結果、町田市の浄化槽台帳に登録されていない無届の浄化槽となります。 

このような浄化槽は、適正な維持管理指導ができないばかりか、市の浄化槽に係る

補助制度等が利用できない場合があります。 

建築確認や浄化槽設置の手続きをされる事業者の方は、必ず建築確認の窓口に提

出してください。十分な配慮をお願いします。 
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【浄化槽法第 7 条検査依頼書（兼払込用紙）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浄化槽カード裏面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１０

㎥
㎥
㎥
㎥
㎥
㎥

＊ 記入要領

＊１

＊２

＊３ 「構造方法」欄は、建築基準法関係告示の「○○方式」等の構造方法を記入すること。

＊４ 「名称」欄は、メーカー名及び型式を記入すること。

＊５ 「処理方法等」欄は、告示番号等を記入すること。

＊６ 「浄化槽法７条検査」欄は、法定検査受検申込日を記入すること。

＊７ の部分は、記入の必要はありません。（行政使用欄）

＊８ 機種変更の場合は、○を付け、空欄に機種変更前の建築確認番号等を記入して下さい。

＊９

＊１０

裏　面

「７条検査受検申込済書（写）」を添付すること。

浄化槽法第１３条の規定による国土交通大臣の認定を受けていない浄化槽を設置する場合は、「処理

フロー」「各槽・室名称」「有効容量」を記入すること。それ以外は記入の必要はありません。

「設置場所住居表示」欄で、住居表示が決まっていない場合は、地番等を記入すること。建物名称も必

ず記入すること。

「設置者」欄は、法人の場合には、法人名及び本社所在地・電話番号を記入すること。また、「担当部

署名」欄内、直接の担当支店・営業所・部課名、担当者名連絡先等を記入すること。

７条検査受検申込済
書（写）貼付欄＊９

←この枠内にのりを塗って貼付してください。

処
理
フ
ロ
ー

各
槽
・
室
名
称

有
効
容
量

表　面

ゆうちょ銀行・郵便局で振込み後、こ
の部分の写しを貼り付けてください。 

●現場打ちで設置
する浄化槽などは、 
＊10に注意して記
入してください。 


